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有価証券報告書の提出遅延に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年３月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第１項に定める提出期限

(平成23年６月30日)までに提出できない見込みとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

1．提出遅延の理由 

当社は、本日付開示「過去の決算修正に伴う平成23年３月期決算修正の可能性についてのお知ら

せ」で発表させていただいた通り、平成22年３月期の当社子会社に対するのれんの処理に関連する

会計監査を慎重に検討する必要から、現在も会計監査人との協議を継続しております。かかる状況

の中、金融商品取引法第24条第１項に定める提出期限（平成23年６月30日）までに平成23年３月期

有価証券報告書を提出できない見込みであります。 

 

2．今後の見通しについて 

当社の平成23年３月期の有価証券報告書の提出時期は未定でありますが、今後の見通しが決定次

第お知らせいたします。 

 
3．監理銘柄（確認中）への指定について 

上記の通り、当社は平成23年３月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第１項に定

める提出期限（平成23年６月30日）までに提出できない見込みとなりました。 

株式会社大阪証券取引所が定める監理銘柄及び整理銘柄に関する規則第７条第１号a（j）イの指

定において、金融商品取引法に定める有価証券報告書を提出期限までに提出できる見込みのない旨

の開示を行っているときは、当該銘柄を監理銘柄（確認中）に指定することとされております。こ

れにより、当社株式は株式会社大阪証券取引所より、投資家の皆様の注意を喚起するため、監理銘

柄（確認中）に指定される見込みであります。 

 

4．債務超過の猶予期間について 

当社は、平成22年３月期において債務超過となり、大阪証券取引所が定める株券上場廃止基準第

２条第１項第５号（債務超過）の規定により、債務超過に係る猶予期間入り銘柄となっております。 

当該猶予期間入り銘柄からの解除については、当社が、平成23年３月期有価証券報告書を中国財

務局に提出し、債務超過解消の有無を確認します。それまでは猶予期間が継続することとなります。 

 

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし

ますことを、深くお詫び申し上げます。 

以上 


